
 

国会公契第１３号 

国 北 予 第 ３ １ 号 

令和４年１０月４日 

 

別 紙 あて 

 

国土交通省大臣官房長 

 

「競争契約入札心得について」の一部改正について 

 

 「談合情報対応マニュアル等の改正について」（平成22年９月30日付け国地契第31号）

における入札談合に関する情報又は入札談合に関する疑義事実に係る事情聴取について、

より一層の公正な入札を確保する観点から、その確実な実施をはかるため、「競争契約入

札心得について」（平成24年３月19日付け国官会第3170号、国地契第90号、国北予第35

号）においても明記することとしたい。 

その他、更なる暴力団排除の徹底等のため、所要の措置をとる必要がある。 

これらを踏まえ、「競争契約入札心得について」を下記のとおり改正し、令和４年11月

１日以降に入札手続を開始するものから適用することとしたので、貴局においても本通知

に準拠して競争契約入札心得を改正するなど、遺漏無きよう措置されたい。 

（以下、気象庁長官及び海上保安庁長官あて） 

 なお、貴管下関係部局に対しても周知されたい。 

 

記 

 （競争契約入札心得についての一部改正） 

 「競争契約入札心得について」（平成24年３月19日付け国官会第3170号、国地契第90

号、国北予第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後

欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げ

るその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分

が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な

るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄

に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、

改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。 
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改 正 後 改 正 前 

別紙 

（入札保証金等） 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 入札参加者は、第１項本文の規定により入札

保証金を納付する場合において、契約担当官

等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納

官吏又は取扱官庁に直接納付することができ

る。この場合における納付方法については、

契約担当官等が指定するところによる。 

 

４～７ （略） 

 

（入札等） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 入札書を電子調達システム又は電子入札シス

テムにより提出する場合は、入力画面上におい

て作成し、書面により提出する場合は、様式１

により作成するものとする。 

４～９ （略） 

 

（入札参加の取りやめ） 

第４条の２ （略） 

２ 前項の場合において、入札参加者は、入札辞

退届を入力画面上において作成の上、入札書

の提出期限までに電子調達システム又は電子

入札システムにより提出し、又は入札辞退届

（様式２）を契約担当官等に持参し、若しく

は郵送等により提出するものとする。ただ

し、これによることができない場合は、入札

辞退届（様式２）又はその旨を明記した入札

書を、入札を執行する者に直接提出するもの

とする。 

３ （略） 

 

（公正な入札の確保） 

第４条の３ （略） 

別紙 

（入札保証金等） 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 入札参加者は、第１項本文の規定により入札

保証金を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官

庁に直接納付する場合は、関係職員の調査を

受け、その面前においてこれを封かんのう

え、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提

出書を添えて差し出さなければならない。た

だし、契約担当官等が認める場合に限る。  

４～７ （略） 

 

（入札等） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 入札書を電子入札システムにより提出する場

合は、別添２の入力画面上において作成し、書

面により提出する場合は、様式１により作成す

るものとする。 

４～９ （略） 

 

（入札参加の取りやめ） 

第４条の２ （略） 

２ 前項の場合において、指名を受けた者は、入

札辞退届を別添３の入力画面上において作成

の上、入札書の提出期限までに電子入札シス

テムにより提出し、又は入札辞退届（様式

２）を契約担当官等に持参し、若しくは郵送

等により提出するものとする。ただし、これ

によることができない場合は、入札辞退届

（様式２）又はその旨を明記した入札書を、

入札を執行する者に直接提出するものとす

る。 

３ （略） 

 

（公正な入札の確保） 

第４条の３ （略） 
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２～３ （略） 

４ 入札参加者は、○○が実施する公正な入札の

確保のための調査への協力を求められたとき

は、その求めに応じなければならない。 

５ 電子調達システム又は電子入札システムによ

る入札参加者は、電子証明書を不正に使用して

はならない。 

 

（落札となるべき入札をした者が２人以上ある

場合の落札者の決定） 

第９条  落札となるべき入札をした者が２人以上

あるときは、電子調達システム又は電子入札

システムの備える電子くじを用いて落札者を

定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、落札となるべき入

札をした者が紙入札を行った者のみである場

合には、紙くじを用いて落札者を定めること

がある。紙くじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係のない職員に

くじを引かせる。 

 

（契約保証金等） 

第10条  （略） 

２ （略） 

３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証

金を納付する場合において、契約担当官等が

認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏

又は取扱官庁に直接納付することができる。

この場合における納付方法については、契約

担当官等が指定するところによる。 

 

４～７ （略） 

 

（契約書等の提出） 

第12条  契約書を作成する場合においては、落札

者は、電子調達システム若しくは電子契約シ

ステムを使用し、又は契約担当官等から交付

された契約書の案に記名押印し、落札決定の

日の翌日から起算して７日以内（行政機関の

２～３ （略） 

（新設） 

 

 

４ 電子入札システムによる入札参加者は、電子

証明書（ICカード）を不正に使用してはならな

い。 

 

（落札となるべき入札をした者が２人以上ある

場合の落札者の決定） 

第９条  落札となるべき入札をした者が２人以上

あるときは、契約担当官等が指定する日時及

び場所において、当該入札をした者にくじを

引かせて落札者を定める。 

２ 前項の場合において、当該入札をした者のう

ちくじを引かない者があるときは、これに代

わって入札事務に関係のない職員にくじを引

かせる。 

 

 

 

（契約保証金等） 

第10条  （略） 

２ （略） 

３ 落札者は、第１項本文の規定により契約保証

金を納付する場合において、契約担当官等が

認める場合に歳入歳出外現金出納官吏又は取

扱官庁に直接納付するときは、関係職員の調

査を受け、その面前においてこれを封かんの

うえ、氏名及び金額を封皮に明記して保管金

提出書を添えて差し出さなければならない。 

４～７ （略） 

 

（契約書等の提出） 

第12条  契約書を作成する場合においては、落札

者は、契約担当官等から交付された契約書の

案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起

算して７日以内（行政機関の休日に関する法

律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項
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休日に関する法律（昭和６３年法律第９１

号）第１条第１項各号に規定する行政機関の

休日を含まない。）に、これを契約担当官等

に提出しなければならない。ただし、契約担

当官等の書類による承諾を得て、この期間を

延長することができる。 

２・３ （略） 

 

別添１ 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各号に規定する行政機関の休日を含まな

い。）に、これを契約担当官等に提出しなけ

ればならない。ただし、契約担当官等の書類

による承諾を得て、この期間を延長すること

ができる。 

 

２・３ （略） 

 

別添１ 

 

別添２ 
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（削る） 

 

 

 

別添３ 

 

 



（別 紙） 

 

大臣官房会計課長         自動車局長 

港湾局長             航空局長 

海上保安庁次長            気象庁総務部長 

運輸安全委員会事務局長      海難審判所長 

国土技術政策総合研究所長     国土技術政策総合研究所副所長 

国土交通大学校長         国土地理院長 

北海道運輸局長          東北運輸局長 

北陸信越運輸局長         関東運輸局長 

中部運輸局長           近畿運輸局長 

神戸運輸監理部長         中国運輸局長 

四国運輸局長           九州運輸局長 

北海道開発局長 

東北地方整備局長         東北地方整備局副局長 

関東地方整備局長         関東地方整備局副局長 

北陸地方整備局長         北陸地方整備局次長 

中部地方整備局長          中部地方整備局副局長 

近畿地方整備局長          近畿地方整備局副局長 

中国地方整備局長           中国地方整備局副局長 

四国地方整備局長          四国地方整備局次長 

九州地方整備局長                  九州地方整備局副局長 

東京航空局長            大阪航空局長 

海上保安大学校長             海上保安学校長 

第一管区海上保安本部長       第二管区海上保安本部長 

第三管区海上保安本部長       第四管区海上保安本部長 

第五管区海上保安本部長       第六管区海上保安本部長 

第七管区海上保安本部長       第八管区海上保安本部長 

第九管区海上保安本部長       第十管区海上保安本部長 

第十一管区海上保安本部長      気象研究所長 

気象衛星センター所長        札幌管区気象台長 

仙台管区気象台長          東京管区気象台長 

大阪管区気象台長          福岡管区気象台長 

沖縄気象台長             


